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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】充電中に充電コネクタがアンロック状態である
ことが検知されると短時間で、出力電流を下げることが
できる車両または充電システムを提供する。
【解決手段】充電システム１において、車両２は、充電
ステーション３に設けられた充電コネクタ３１と接続可
能に構成されたインレット１１と、充電コネクタ３１を
インレット１１にロックするロック状態と、充電コネク
タ３１をインレット１１から取り外し可能なアンロック
状態との切り替えが可能なロック装置１５と、充電コネ
クタ３１を通して供給される電力によって充電される蓄
電装置１３と、蓄電装置１３の充電を制御する制御装置
１０とを備える。充電コネクタ３１がインレット１１に
接続され、蓄電装置１３が充電されている状態において
、制御装置１０は、ロック装置１５がアンロック状態と
なると充電を停止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電ステーションに設けられた充電コネクタと接続可能に構成されたインレットと、
　前記充電コネクタを前記インレットにロックするロック状態と、前記充電コネクタを前
記インレットから取り外し可能なアンロック状態との切り替えが可能なロック装置と、
　前記充電コネクタを通して供給される電力によって充電される蓄電装置と、
　前記蓄電装置の充電を制御する制御装置とを備え、
　前記充電コネクタが前記インレットに接続され、前記蓄電装置が充電されている状態に
おいて、前記制御装置は、前記ロック装置がアンロック状態となると充電を停止する、車
両。
【請求項２】
　前記充電コネクタから供給される入力電力が入力され、入力された前記入力電力を調整
して前記蓄電装置に出力電力を出力する充電器をさらに備え、
　前記充電器は、前記制御装置から入力される要求電力に近づけるように前記出力電力を
フィードバック制御しており、
　前記充電器は、充電を停止するときには、前記フィードバック制御をしない、請求項１
に記載の車両。
【請求項３】
　前記充電コネクタから供給される入力電力が入力され、入力された前記入力電力を調整
して前記蓄電装置に出力電力を出力する充電器をさらに備え、
　前記充電器は、前記出力電力が前記制御装置から入力される要求電力となるように駆動
しており、
　前記制御装置が充電を停止させる際において前記充電器が出力電力を変化させる変化率
は、前記出力電力が前記要求電力となるように前記充電器が前記出力電力を変化させる変
化率よりも高い、請求項１または請求項２に記載の車両。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記ロック装置がアンロック状態の場合に充電を停止し、停止してか
ら所定期間経過した後に、前記蓄電装置への充電を再開する、請求項１から請求項３のい
ずれかに記載の車両。
【請求項５】
　前記蓄電装置への充電を再開したときにおける第１充電電力は、前記蓄電装置への充電
を停止する前における第２充電電力よりも小さい、請求項４に記載の車両。
【請求項６】
　充電コネクタが設けられた充電ステーションと、
　車両と、
　を備えた充電システムであって、
　前記車両は、
　前記充電コネクタが接続されるインレットと、
　前記インレットに接続された前記充電コネクタを前記インレットにロックされたロック
状態と、前記インレットに接続された前記充電コネクタが前記インレットから取り外し可
能なアンロック状態とに切り替え可能なケーブルロック装置と、
　前記充電コネクタから供給される電力で充電可能な蓄電装置と、
　前記蓄電装置の充電を制御する制御装置と、
　を含み、
　前記制御装置は、前記充電コネクタが前記インレットに接続され、前記蓄電装置が充電
されている状態において、前記制御装置は、前記ケーブルロック装置がアンロック状態と
なると充電を停止する、充電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本開示は、車両および充電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から充電ステーションから供給される電力で蓄電装置を充電することができる車両
について各種提案されている。
【０００３】
　たとえば、特開２０１９－４７５４４号公報に記載された車両は、充電ステーションの
充電コネクタが接続されるインレットと、充電コネクタをインレットにロックするロック
装置と、蓄電装置とを備える。
【０００４】
　車両は、充電コネクタがインレットに接続され、蓄電装置が充電されている状態におい
て、充電コネクタがインレットにロックされているときには、充電ステーションに第１電
流値の電流を要求する。
【０００５】
　車両は、充電コネクタがインレットに接続され、蓄電装置が充電されている状態におい
て、充電コネクタがインレットにロックされていないアンロック状態のときには、第２電
流値の電流を充電ステーションに要求する。第２電流値は、第１電流値よりも小さい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１９－４７５４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の車両は、アンロック状態を検知すると、充電ステーションへの要求電流値を小さ
くしている。
【０００８】
　充電ステーションは、車両に供給する出力電力をフィードバック制御によってコントロ
ールしている。ここで、車両からの要求電流値（要求電力値）が変動した際に、出力電力
を急峻に変化させると、出力電流（出力電力）がハンチング、オーバーシュートまたはア
ンダーシュートするおそれがある。
【０００９】
　そのため、充電ステーションは、出力する出力電力を車両からの要求電流値（要求電力
値）に追従させるために要する追従時間は長い。
【００１０】
　その結果、充電中にアンロック状態であることを車両が検知して、充電ステーションが
出力電流の電流値を第１電流値から第２電流値に変更するまでに所定時間を要することに
なる。
【００１１】
　その一方で、充電コネクタがアンロック状態である場合には、充電コネクタが抜かれる
可能性があるために、短時間で充電ステーションから出力される電流を下げることが求め
られる。
【００１２】
　本開示は、上記のような課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、充電中に充
電コネクタがアンロック状態であることが検知されると短時間で、出力電流を下げること
ができる車両および充電システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本開示に係る車両は、充電ステーションに設けられた充電コネクタと接続可能に構成さ
れたインレットと、充電コネクタをインレットにロックするロック状態と、充電コネクタ



(4) JP 2021-136831 A 2021.9.13

10

20

30

40

50

をインレットから取り外し可能なアンロック状態との切り替えが可能なロック装置と、充
電コネクタを通して供給される電力によって充電される蓄電装置と、蓄電装置の充電を制
御する制御装置とを備え、充電コネクタがインレットに接続され、蓄電装置が充電されて
いる状態において、制御装置は、ロック装置がアンロック状態となると充電を停止する。
【００１４】
　上記車両は、充電コネクタから供給される入力電力が入力され、入力された入力電力を
調整して蓄電装置に出力電力を出力する充電器をさらに備え、充電器は、制御装置から入
力される要求電力に近づけるように出力電力をフィードバック制御しており、充電器は、
充電を停止するときには、フィードバック制御をしない。
【００１５】
　上記車両は、充電コネクタから供給される入力電力が入力され、入力された入力電力を
調整して蓄電装置に出力電力を出力する充電器をさらに備え、充電器は、出力電力が制御
装置から入力される要求電力となるように駆動しており、制御装置が充電を停止させる際
において充電器が出力電力を変化させる変化率は、出力電力が要求電力となるように充電
器が出力電力を変化させる変化率よりも高い。
【００１６】
　上記制御装置は、ロック装置がアンロック状態の場合に充電を停止し、停止してから所
定期間経過した後に、蓄電装置への充電を再開する。
【００１７】
　上記蓄電装置への充電を再開したときにおける第１充電電力は、蓄電装置への充電を停
止する前における第２充電電力よりも小さい。
【００１８】
　充電システムは、充電コネクタが設けられた充電ステーションと、車両と、を備えた充
電システムであって、車両は、充電コネクタが接続されるインレットと、インレットに接
続された充電コネクタをインレットにロックされたロック状態と、インレットに接続され
た充電コネクタがインレットから取り外し可能なアンロック状態とに切り替え可能なケー
ブルロック装置と、充電コネクタから供給される電力で充電可能な蓄電装置と、蓄電装置
の充電を制御する制御装置と、を含み、制御装置は、充電コネクタがインレットに接続さ
れ、蓄電装置が充電されている状態において、制御装置は、ケーブルロック装置がアンロ
ック状態となると充電を停止する。
【発明の効果】
【００１９】
　本開示に係る車両および充電システムによれば、充電中に充電コネクタがアンロック状
態であることが検知されると短時間で、出力電流を下げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施の形態１に係る充電システム１を模式的に示すブロック図である。
【図２】インレット１１および充電コネクタ３１を模式的に示す斜視図である。
【図３】ロック装置１５が充電コネクタ３１をインレット１１にロックした状態を模式的
に示す断面図である。
【図４】充電コネクタ３１およびインレット１１がアンロック状態における側断面図であ
る。
【図５】充電システム１を模式的に示すブロック図である。
【図６】充電を開始してから充電を完了するまでの間のフローを示すフロー図である。
【図７】充電を開始した後における充電制御フローを示すフロー図である。
【図８】上限電力値Ｐｌｉｍ３を設定するフローを示すフロー図である。
【図９】充電パラメータを送信するステップを詳細に示すフロー図である。
【図１０】充電器１２が受信した上限電力値Ｐｌｉｍｆと、充電要求Ｃｒｅｑと、要求電
力Ｐｒｅｑと、充電器１２が出力する出力電力Ｐｏｕｔとを示す状態線図である。
【図１１】実施の形態２における充電中制御を示すフロー図である。
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【図１２】Ｓｔｅｐ１４Ａを示すフロー図である。
【図１３】Ｓｔｅｐ３０Ａを示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１から図１３を用いて、本実施の形態に係る車両２および充電システム１について説
明する。図１から図１３に示す構成のうち、同一または実質的に同一の構成については、
同一の符号を付して重複した説明を省略する。
（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１に係る充電システム１を模式的に示すブロック図である。充電
システム１は、車両２と、充電ステーション３とを備える。車両２は、制御部１０と、イ
ンレット１１と、充電器１２と、蓄電装置１３と、ロック装置１５と、バッテリＥＣＵ１
７とを備える。
【００２２】
　インレット１１は、充電ステーション３に設けられた充電コネクタ３１が接続される接
続部である。なお、車両２には、蓋１６が設けられており、蓋１６を開けることで、イン
レット１１が外部に露出し、充電コネクタ３１を接続することができる。
【００２３】
　充電器１２は、たとえば、ＡＣ／ＤＣコンバータなどの変換器である。充電器１２は、
インレット１１を通して、供給される交流電力を直流電力に変換して、蓄電装置１３に供
給する。
【００２４】
　蓄電装置１３は、リチウムイオン電池などの二次電池、または、キャパシタなどである
。蓄電装置１３は、図示されていない駆動用インバータなどに電力を供給し、駆動用イン
バータは、蓄電装置１３から供給された直流電力を交流電力に変換して、駆動モータに供
給する。駆動モータは、駆動輪を駆動する駆動力を発生する。
【００２５】
　制御部１０は、充電器１２などの駆動を制御するＥＣＵである。制御部１０は、制御部
１８および制御部１９を含む。車両２および充電ステーション３は、充電コネクタ３１が
インレット１１に接続されている状態において、充電ケーブル３０および充電コネクタ３
１を通して、互いに通信することができる。このため、制御部１０は、充電ケーブル３０
および充電コネクタ３１を通して、充電ステーション３と各種情報の授受が可能となって
いる。
【００２６】
　充電ステーション３は、制御装置２０と、充電ケーブル３０と、充電コネクタ３１と、
ＣＣＩＤ（Charging Circuit Interrupt Device）３２と、電源部３３とを含む。ＣＣＩ
Ｄ３２は、インレット１１および電源部３３の間の電気的な接続を切り替える装置である
。
【００２７】
　ＣＣＩＤ３２は、図示しないコントロールパイロット回路およびリレーを含む。コント
ロールパイロット回路は、発信回路を含み、充電コネクタ３１がインレット１１に接続さ
れると、パルス幅（デューティーサイクル）のパイロット信号ＣＰＬＴを発振する。パイ
ロット信号ＣＰＬＴのパルス幅により、供給可能な電流容量がプラグインハイブリッド車
に通知される。
【００２８】
　ＣＣＩＤ３２に設けられたリレーは、充電コネクタ３１がインレット１１に接続される
ことでＯＮとなり、インレット１１に充電コネクタ３１が接続されたことを示すコネクタ
信号ＰＩＳＷが制御部１０に入力される。
【００２９】
　図２は、インレット１１および充電コネクタ３１を模式的に示す斜視図である。インレ
ット１１は、筒状に形成された筒部３５と、筒部３５内に収容された複数の電力端子と、
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接地端子と、複数の通信端子とを含む。筒部３５の外周面には、係合部３４が形成されて
いる。ロック装置１５は、筒部３５の上方に配置されている。ロック装置１５は、駆動部
４０と、押圧ピン４１と、押圧力検出センサ４２とを含む。
【００３０】
　駆動部４０は、押圧ピン４１を上下方向に移動させる。押圧力検出センサ４２は、押圧
ピン４１の下端部に設けられている。
【００３１】
　充電コネクタ３１は、筐体４５と、操作スイッチ４６と、爪４７と、ピン４８と、筒部
４９とを含む。筐体４５は充電作業者が把持可能なように形成されている。筐体４５の上
面には操作スイッチ４６が設けられており、筐体４５の先端部に爪４７および筒部４９が
設けられている。
【００３２】
　筒部４９は筒状に形成されており、筒部３５と嵌合するように形成されている。筒部４
９内には複数の電力端子、接地端子、通信端子が設けられており、筒部４９が筒部３５に
嵌合することで、各電力端子同士、接地端子同士および通信端子同士が接続される。
【００３３】
　筒部４９を筒部３５に嵌合させると、爪４７が係合部３４と係合する。これにより、充
電コネクタ３１がインレット１１に接続される。
【００３４】
　なお、爪４７および係合部３４に係合状態を解除する場合には、操作スイッチ４６を押
す。操作スイッチ４６を押すことで、爪４７がピン４８を中心に回転して、爪４７が上方
に移動する。これにより、爪４７および係合部３４の係合状態が解除される。
【００３５】
　図３は、ロック装置１５が充電コネクタ３１をインレット１１にロックした状態を模式
的に示す断面図である。
【００３６】
　充電コネクタ３１がインレット１１に接続されると、制御部１０はＣＣＩＤ３２からの
コネクタ信号ＰＩＳＷを取得し、制御部１０は充電コネクタ３１が接続されたことを検知
する。
【００３７】
　制御部１０は、コネクタ信号ＰＩＳＷを受信した後、充電を開始する前に、駆動部４０
を駆動させて押圧ピン４１を下方に移動させる。インレット１１に充電コネクタ３１が接
続された状態で押圧ピン４１が下方に移動すると、押圧ピン４１は爪４７を押圧する。こ
れにより、操作スイッチ４６が操作されたとしても爪４７および係合部３４の係合状態が
維持される。
【００３８】
　押圧力検出センサ４２は、押圧ピン４１の下端部に設けられており、押圧ピン４１が爪
４７を押圧する際には、押圧力検出センサ４２も爪４７に接触する。押圧力検出センサ４
２が爪４７に接触すると、押圧力検出センサ４２は制御部１９に接触信号「ＯＮ」を送信
する。制御部１９は、押圧力検出センサ４２から接触信号を受信すると、ロック状態であ
ると判断する。
【００３９】
　図４は、充電コネクタ３１およびインレット１１がアンロック状態における側断面図で
ある。たとえば、制御部１０は、蓄電装置１３の充電が完了すると、駆動部４０を駆動さ
せて押圧ピン４１を上方に移動させる。これにより、操作スイッチ４６を操作することで
、爪４７および係合部３４の係合状態を解除することができる。押圧ピン４１が上方に移
動することで、押圧力検出センサ４２は爪４７から離れる。押圧力検出センサ４２が爪４
７から離れると、押圧力検出センサ４２は、制御部１９に接触信号「ＯＦＦ」を送信する
。制御部１９は、コネクタ信号ＰＩＳＷを受信しており、押圧力検出センサ４２から接触
信号「ＯＦＦ」を受信すると、制御部１９は、充電コネクタ３１はアンロック状態である
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と判断する。その一方で、コネクタ信号ＰＩＳＷを受信しなくなると、制御部１９は充電
コネクタ３１が接続されていないと判断する。
【００４０】
　図５は、充電システム１を模式的に示すブロック図である。図６は、充電を開始してか
ら充電を完了するまでの間のフローを示すフロー図である。図６に示すように、充電シス
テム１が充電開始から終了するまでのフローは、充電開始制御（Ｓｔｅｐ１）と、充電中
制御（Ｓｔｅｐ２）と、充電が完了したかを判断するステップ（Ｓｔｅｐ３）と、充電を
停止するステップ（Ｓｔｅｐ４）とを含む。なお、図６など中において、「Ｓｔ」は「Ｓ
ｔｅｐ」を示す。
【００４１】
　図５を用いて、充電開始制御について説明する。制御部１０は、制御部１８および制御
部１９を含む。制御部１９は、パイロット信号ＣＰＬＴのパルス幅から充電ケーブル３０
の定格電流を取得する。制御部１９は、ＣＣＩＤ３２からのコネクタ信号ＰＩＳＷに基づ
いて、充電コネクタ３１がインレット１１に接続されたことを検知する。制御部１９は、
ロック装置１５からロック状態またはアンロック状態を示す状態信号を取得する。そして
、制御部１９は、充電ケーブル３０の定格電流と、充電コネクタ３１の接続状態と、充電
コネクタ３１のロック状態とを示す情報を制御部１８に送信する。
【００４２】
　制御部１８は、充電コネクタ３１がインレット１１に接続されると、充電ステーション
３の制御装置２０と通信確立して、制御装置２０との間で各種の情報を授受する。
【００４３】
　制御装置２０は、たとえば、電源部３３が家庭用電源である場合においては、制御装置
２０は当該家などに設けられた他の電気機器からの要求電力などに基づいて、入力上限電
力値Ｐｌｉｍ１を設定する。入力上限電力値Ｐｌｉｍ１は、電源部３３が車両２に供給す
る電力の上限値である。入力上限電力値Ｐｌｉｍ１を制御部１８に送信する。
【００４４】
　バッテリＥＣＵ１７は、蓄電装置１３に設けられた温度センサから蓄電装置１３の温度
を取得する。さらに、バッテリＥＣＵ１７は、蓄電装置１３に入出力する電流量および温
度などの情報から蓄電装置１３のＳＯＣを算出する。また、バッテリＥＣＵ１７は、蓄電
装置１３のＳＯＣおよび温度から蓄電装置１３を充電することができる上限電力値Ｐｌｉ
ｍ２を算出する。上限電力値Ｐｌｉｍ２は、たとえば、充電中において、蓄電装置１３が
所定の閾値温度を超えないようにするための上限値である。
【００４５】
　そして、バッテリＥＣＵ１７は、制御部１８に、蓄電装置１３のＳＯＣおよび上限電力
値Ｐｌｉｍ２を示す情報を送信する。
【００４６】
　制御部１８は、入力上限電力値Ｐｌｉｍ１および上限電力値Ｐｌｉｍ２の小さい方を上
限電力値Ｐｌｉ　ｍｆに設定する。
【００４７】
　制御部１８は、蓄電装置１３の現状のＳＯＣと、上限電力値Ｐｌｉｍｆと、充電ケーブ
ル３０の定格電流などに基づいて、要求電力Ｐｒｅｑを算出する。
【００４８】
　制御部１８は、充電コネクタ３１がインレット１１に接続されており、充電コネクタ３
１がロック状態であると、ＣＣＩＤ３２をＯＮにする。
【００４９】
　制御部１８は、充電器１２に「ＯＮ」の充電要求Ｃｒｅｑを送信し、さらに、要求電力
Ｐｒｅｑおよび上限電力値Ｐｌｉｍｆを送信する。
【００５０】
　充電器１２は、「ＯＮ」の充電要求Ｃｒｅｑを受信すると起動する。そして、制御部１
８から受信した要求電力Ｐｒｅｑおよび上限電力値Ｐｌｉｍｆに基づいて、蓄電装置１３
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に電力を供給する。具体的には、充電器１２から蓄電装置１３に出力される出力電力Ｐｏ
ｕｔが要求電力Ｐｒｅｑとなるように制御すると共に、出力電力Ｐｏｕｔが上限電力値Ｐ
ｌｉｍｆを超えないように制御する。
【００５１】
　次に、図７を用いて、充電開始後における充電制御フローについて説明する。図７は、
充電を開始した後における充電制御フローを示すフロー図である。
【００５２】
　制御装置２０は、入力上限電力値Ｐｌｉｍ１を設定する（Ｓｔｅｐ１０）。たとえば、
家の電気機器からの要求電力が上昇した場合には、入力上限電力値Ｐｌｉｍ１が小さくな
るように設定する。
【００５３】
　バッテリＥＣＵ１７は、蓄電装置１３から取得した現状のＳＯＣおよび蓄電装置１３の
温度などから上限電力値Ｐｌｉｍ２を設定する。たとえば、蓄電装置１３の温度が所定閾
値温度よりも高くなると、小さい上限電力値Ｐｌｉｍ２を設定する（Ｓｔｅｐ１２）。
【００５４】
　制御部１９は、上限電力値Ｐｌｉｍ３を設定する（Ｓｔｅｐ１４）。図８は、上限電力
値Ｐｌｉｍ３を設定するフローを示すフロー図である。
【００５５】
　制御部１９は、充電コネクタ３１がインレット１１に接続されているか否かを判断する
（Ｓｔｅｐ４０）。具体的には、制御部１９は、ＣＣＩＤ３２からのコネクタ信号ＰＩＳ
Ｗに基づいて、充電コネクタ３１がインレット１１に接続されているか否かを判断する。
【００５６】
　制御部１９は、充電コネクタ３１が接続されていないと判断すると（Ｓｔｅｐ４０にて
Ｎｏ）、図４に示すＳｔｅｐ４に移行し、充電停止させる（Ｓｔｅｐ４）。具体的には、
制御部１９は、充電器１２の駆動を停止させる。さらに、充電器１２および蓄電装置１３
の間に充電リレーが設けられている場合には、当該充電リレーをＯＦＦにする。このよう
な場合においては、充電中に充電コネクタ３１が引き抜かれた可能性が高い。この際、イ
ンレット１１の電力端子３６，３７には、蓄電装置１３の電圧が印加されている状態であ
るため、制御部１９は、直ぐに、充電リレーをＯＦＦにする。さらに、充電器１２をＯＦ
Ｆとして、電力端子３６,３７および蓄電装置１３の間の電気的な接続を切断する。
【００５７】
　図８において、制御部１９は、充電コネクタ３１が接続されていると判断すると（Ｓｔ
ｅｐ４０にてＹｅｓ）、制御部１９は、ロック装置１５が充電コネクタ３１をロックして
いるかを判断する（Ｓｔｅｐ４４）。制御部１９は、ロック装置１５からロック状態また
はアンロック状態を示す信号を受信している。ロック装置１５は、押圧ピン４１が上方に
位置している場合には、制御部１９にアンロック状態であることを示す信号を送信する。
【００５８】
　また、ロック装置１５は、駆動部４０が故障したと判断すると、制御部１９にアンロッ
ク状態であることを示す信号を送信するようにしてもよい。
【００５９】
　制御部１９は、ロック装置１５が充電コネクタ３１をロックしているロック状態である
と判断すると（Ｓｔｅｐ４４にてＹｅｓ）、制御部１９は、上限電力値Ｐｌｉｍ３をたと
えば、「∞」に設定する（Ｓｔｅｐ４６）。その一方で、制御部１９は、充電コネクタ３
１がアンロック状態であると判断すると（Ｓｔｅｐ４４にてＮｏ）、制御部１９は、上限
電力値Ｐｌｉｍ３にＰｌｉｍ３０を設定する（Ｓｔｅｐ４８）。なお、上限電力値Ｐｌｉ
ｍ３０は、通常の状態における入力上限電力値Ｐｌｉｍ１および上限電力値Ｐｌｉｍ２よ
りも小さい値である。
【００６０】
　図７に戻って、制御部１８は、制御装置２０に入力上限電力値Ｐｌｉｍ１を要求する（
Ｓｔｅｐ１６）。制御装置２０は、制御部１８から要求信号を受信すると、入力上限電力
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値Ｐｌｉｍ１を送信する（Ｓｔｅｐ１８）。制御部１８はバッテリＥＣＵ１７に上限電力
値Ｐｌｉｍ２を含むパラメータを要求する要求信号を送信する（Ｓｔｅｐ２０）。バッテ
リＥＣＵ１７は、制御部１８から要求信号を受信すると、バッテリＥＣＵ１７は、制御部
１８に上限電力値Ｐｌｉｍ２および蓄電装置１３のＳＯＣを示す情報を送信する（Ｓｔｅ
ｐ２２）。
【００６１】
　制御部１８は、制御部１９に上限電力値Ｐｌｉｍ３を要求する（Ｓｔｅｐ２４）。制御
部１９は、制御部１８からの要求信号を受信すると、制御部１９は制御部１８に上限電力
値Ｐｌｉｍ３を送信する。制御部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍｆを設定する（Ｓｔｅｐ２
８）。具体的には、制御部１８は、取得した入力上限電力値Ｐｌｉｍ１、上限電力値Ｐｌ
ｉｍ２および上限電力値Ｐｌｉｍ３のうち、最も小さい値を上限電力値Ｐｌｉｍｆに設定
する。
【００６２】
　制御部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍｆを設定すると、充電パラメータを送信する（Ｓｔ
ｅｐ３０）。充電パラメータは、充電要求Ｃｒｅｑ、要求電力Ｐｒｅｑおよび上限電力値
Ｐｌｉｍｆの少なくとも１つを含む情報である。
【００６３】
　図９は、充電パラメータを送信するステップを詳細に示すフロー図である。図１０は、
充電器１２が受信した上限電力値Ｐｌｉｍｆと、充電要求Ｃｒｅｑと、要求電力Ｐｒｅｑ
と、充電器１２が出力する出力電力Ｐｏｕｔとを示す状態線図である。
【００６４】
　制御部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍｆが下がったか否かを判断する（Ｓｔｅｐ５０）。
ここで、図８に示すＳｔｅｐ４８において、充電コネクタ３１がロック装置１５によって
ロックされていると判断した場合には、上限電力値Ｐｌｉｍ３は、「∞（Ｗ）」に設定さ
れている。これにより、図７に示すＳｔｅｐ２８において、上限電力値Ｐｌｉｍｆは、入
力上限電力値Ｐｌｉｍ１または上限電力値Ｐｌｉｍ２のいずれが小さい方に設定されるこ
とになる。換言すれば、入力上限電力値Ｐｌｉｍ１および上限電力値Ｐｌｉｍ２が変動し
ていない場合には、上限電力値Ｐｌｉｍｆは変動しない。
【００６５】
　このような場合においては、Ｓｔｅｐ５０において、制御部１８は上限電力値Ｐｌｉｍ
ｆは変動していないと判断する（Ｓｔｅｐ５０にてＮｏ）。
【００６６】
　要求電力Ｐｒｅｑを算出する（Ｓｔｅｐ５６）。具体的には、バッテリＥＣＵ１７から
受信した現状のＳＯＣと、蓄電装置１３の温度と、充電ケーブル３０の定格電流と、上限
電力値Ｐｌｉｍｆなどから要求電力Ｐｒｅｑを算出する。ここで、要求電力Ｐｒｅｑは、
上限電力値Ｐｌｉｍｆ以下となるように設定される。
【００６７】
　制御部１８は、算出した要求電力Ｐｒｅｑと、「ＯＮ」の充電要求Ｃｒｅｑと、上限電
力値Ｐｌｉｍｆとを充電器１２に送信する（Ｓｔｅｐ５８）。
【００６８】
　たとえば、図１０において、時刻Ｔ０から時刻Ｔ１においては、上限電力値Ｐｌｉｍｆ
、要求電力Ｐｒｅｑおよび出力電力Ｐｏｕｔは一定に維持されており、充電要求Ｃｒｅｑ
が「ＯＮ」に維持されている。
【００６９】
　図８に示すＳｔｅｐ４８において、上限電力値Ｐｌｉｍ３に「Ｐｌｉｍ３０」が設定さ
れると、上限電力値Ｐｌｉｍｆは「Ｐｌｉｍ３０」となり、上限電力値Ｐｌｉｍｆは小さ
くなる。なお、Ｐｌｉｍ３０は、通常の入力上限電力値Ｐｌｉｍ１および上限電力値Ｐｌ
ｉｍ２よりも遥かに小さい値に設定されている。なお、通常の入力上限電力値Ｐｌｉｍ１
とは、家の電気機器からの要求電力が所定電力よりも小さい状態において、設定される入
力上限電力値である。また、通常の上限電力値Ｐｌｉｍ２とは、たとえば、蓄電装置１３
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の温度が閾値温度よりも小さく、ＳＯＣがたとえば、８０％よりも小さいときに設定され
る上限電力値である。
【００７０】
　そして、制御部１８は、図９において、上限電力値Ｐｌｉｍｆが小さくなったと判断す
ると（Ｓｔｅｐ５０にてＹｅｓ）、制御部１８は充電器１２に「ＯＦＦ」の充電要求Ｃｒ
ｅｑを送信する。制御部１８は、要求電力Ｐｒｅｑとして「０（Ｗ）」を送信する。制御
部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍｆを送信する。なお、充電器１２は、制御部１８から上記
の充電パラメータ（充電要求Ｃｒｅｑ、要求電力Ｐｒｅｑおよび上限電力値Ｐｌｉｍｆを
含む）を受信すると、充電器１２は駆動を停止する。これにより、充電器１２から蓄電装
置１３に出力される出力電力Ｐｏｕｔは「０（Ｗ）」となる。
【００７１】
　ここで、充電器１２が制御部１８からの充電パラメータを受信してから出力電力Ｐｏｕ
ｔが「０（Ｗ）」になるまでの時間を追従時間ｆｕＴ１とする。
【００７２】
　制御部１８は、所定期間ＴＨ１が経過するまでの間、継続して、「ＯＦＦ」の充電要求
Ｃｒｅｑと、要求電力Ｐｒｅｑとして「０（Ｗ）」と、上限電力値Ｐｌｉｍｆとを送信す
る（Ｓｔｅｐ５４）。ここで、所定期間ＴＨ１は、追従時間ｆｕＴ１よりも長い時間であ
る。
【００７３】
　図１０においては、時刻Ｔ１において、上限電力値Ｐｌｉｍｆが小さくなると共に、充
電要求Ｃｒｅｑが「ＯＦＦ」となり、要求電力Ｐｒｅｑが「０（Ｗ）」となっている。
【００７４】
　そして、時刻Ｔ１から追従時間ｆｕＴ１経過した時刻Ｔ２において、出力電力Ｐｏｕｔ
が「０（Ｗ）」となっている。ここで、充電要求Ｃｒｅｑが「ＯＦＦ」となり、要求電力
Ｐｒｅｑが「０（Ｗ）」となったときにおいて、充電器１２はフィードバック制御は実施
していない。そのため、追従時間ｆｕＴ１は短い時間である。
【００７５】
　時刻Ｔ２においては、時刻Ｔ１から所定期間ＴＨ１経過していないため、充電要求Ｃｒ
ｅｑが「ＯＦＦ」であり、要求電力Ｐｒｅｑが「０（Ｗ）」である。
【００７６】
　図９に戻って、制御部１８は、所定期間ＴＨ１経過したと判断すると（Ｓｔｅｐ５４に
てＹｅｓ）、要求電力Ｐｒｅｑを算出する（Ｓｔｅｐ５６）。具体的には、バッテリＥＣ
Ｕ１７から受信した現状のＳＯＣと、蓄電装置１３の温度と、充電ケーブル３０の定格電
流と、上限電力値Ｐｌｉｍｆなどから要求電力Ｐｒｅｑを算出する。ここで、要求電力Ｐ
ｒｅｑは、上限電力値Ｐｌｉｍｆ以下となるように設定される。
【００７７】
　制御部１８は、算出した要求電力Ｐｒｅｑと、「ＯＮ」の充電要求Ｃｒｅｑと、上限電
力値Ｐｌｉｍｆとを充電器１２に送信する（Ｓｔｅｐ５８）。
【００７８】
　図１０において、時刻Ｔ３は、時刻Ｔ１から所定期間ＴＨ１経過した時刻である。時刻
Ｔ３において、充電要求Ｃｒｅｑが「ＯＮ」となり、要求電力Ｐｒｅｑが変更されている
。ここで、時刻Ｔ３以降において、要求電力Ｐｒｅｑは上限電力値Ｐｌｉｍｆが小さくな
ったことに伴って小さくなっている。なお、この図１０に示す例においては、時刻Ｔ３以
降において、要求電力Ｐｒｅｑは、上限電力値Ｐｌｉｍｆと同じである。
【００７９】
　なお、詳細については、後述するが、この図１０に示す例においては、時刻Ｔ３以降に
おいても、上限電力値Ｐｌｉｍｆおよび要求電力Ｐｒｅｑは、下がった状態が維持されて
いる。そして、出力電力Ｐｏｕｔは、時刻Ｔ３から徐々に大きくなり、時刻Ｔ３から追従
時間ｆｕＴ２経過した時刻Ｔ４において、出力電力Ｐｏｕｔが要求電力Ｐｒｅｑに一致し
ている。
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【００８０】
　ここで、時刻Ｔ３において、充電器１２は出力電力Ｐｏｕｔを要求電力Ｐｒｅｑに近づ
ける際には、フィードバック制御をしながら出力電力Ｐｏｕｔを調整する。フィードバッ
ク制御としては、たとえば、ＰＩＤ（Proportional-Integral-Differential Controller
）制御などを採用することができる。
【００８１】
　たとえば、追従時間ｆｕＴ２を追従時間ｆｕＴ１と同程度まで短くすると、出力電力Ｐ
ｏｕｔが要求電力Ｐｒｅｑよりも大きくなり、出力電力Ｐｏｕｔが上限電力値Ｐｌｉｍｆ
よりも大きくなる（オーバーシュート）おそれがある。
【００８２】
　また、出力電力Ｐｏｕｔを小さくするように調整する場合において、追従時間ｆｕＴ２
が短い場合には、出力電力Ｐｏｕｔが要求電力Ｐｒｅｑに対して小さくなり過ぎる（アン
ダーシュート）おそれがある。
【００８３】
　このように、追従時間ｆｕＴ２を短くすると、結果として、出力電力Ｐｏｕｔを要求電
力Ｐｒｅｑに一致させるために要する時間が長くなり、結果として充電効率が低下するお
それがある。そのため、追従時間ｆｕＴ２は、追従時間ｆｕＴ１よりも長くなるように設
定されている。すなわち、制御部１８が充電を停止させる際において充電器１２が出力電
力Ｐｏｕｔを変化させる変化率は、充電器１２が制御部１８から受信した要求電力Ｐｒｅ
ｑに近づけるように出力電力Ｐｏｕｔを変化させるときの変化率よりも高い。このように
、追従時間ｆｕＴ１は、追従時間ｆｕＴ２よりも短く、充電システム１においては、充電
コネクタ３１がアンロック状態であることが判明すると、短時間のうちに、出力電力Ｐｏ
ｕｔを小さく抑えることができる。
【００８４】
　制御部１８は、図９に示すＳｔｅｐ５８を終了すると、図８に示すＳｔｅｐ３０を終了
することになる。その後、制御部１８は、図６に示すように、充電を完了したかを判断す
る（Ｓｔｅｐ３）。具体的には、制御部１８はバッテリＥＣＵ１７から取得した現状のＳ
ＯＣが、たとえば、満充電であると判断すると、充電を停止する（Ｓｔｅｐ４）。充電を
停止する際には、制御部１８は、充電器１２に「ＯＦＦ」の充電要求Ｃｒｅｑと、「０（
Ｗ）」の要求電力Ｐｒｅｑとを送信する。これにより、充電器１２は駆動を停止する。な
お、充電器１２および蓄電装置１３の間に充電リレーが設けられている場合には、制御部
１８は、当該充電リレーをＯＦＦにする。
（実施の形態２）
　図１１から図１３を主に用いて、実施の形態２に係る充電システムについて説明する。
なお、実施の形態２に係る充電システムの構成と実施の形態１に係る充電システム１の構
成は、実質的に同じであるため、適宜図１などを用いて説明する。
【００８５】
　実施の形態２に係る充電システムにおいては、図６に示す充電中制御（Ｓｔｅｐ３）が
実施の形態１と異なる。
【００８６】
　図１１は、実施の形態２における充電中制御を示すフロー図である。この図１１におい
ては、制御部１９は、上限電力値Ｐｌｉｍ３およびフラグＦ３を設定する（Ｓｔｅｐ１４
Ａ）。図１２は、Ｓｔｅｐ１４Ａを示すフロー図である。
【００８７】
　図１２に示すように、制御部１９は、充電コネクタ３１がロック状態であると判断する
と（Ｓｔｅｐ４４にてＹｅｓ）、フラグＦ３を「ＯＦＦ」にする（Ｓｔｅｐ４６Ａ）。ｐ
そして、上限電力値Ｐｌｉｍ３を「∞（Ｗ）」に設定する（Ｓｔｅｐ４６）。
【００８８】
　その一方で、制御部１８は、充電コネクタ３１がアンロック状態であると判断すると（
Ｓｔｅｐ４４にてＮｏ）、フラグＦ３を「ＯＮ」にする（Ｓｔｅｐ４８Ａ）。そして、上
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限電力値Ｐｌｉｍ３を「Ｐｌｉｍ３０」に設定する（Ｓｔｅｐ４８）。
【００８９】
　図１１に戻って、制御部１９は、制御部１８から要求信号を受信すると（Ｓｔｅｐ２４
）、制御部１９は、上限電力値Ｐｌｉｍ３およびフラグＦ３の情報を制御部１８に送信す
る（Ｓｔｅｐ２６Ａ）。
【００９０】
　このため、充電コネクタ３１がロック状態のときには、上限電力値Ｐｌｉｍ３＝∞（Ｗ
）であり、フラグＦ３は「ＯＦＦ」を示す情報が送信される。充電コネクタ３１がアンロ
ック状態のときには、上限電力値Ｐｌｉｍ３＝「Ｐｌｉｍ３０」であり、フラグＦ３は「
ＯＮ」であることを示す情報が送信される。
【００９１】
　そして、制御部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍｆを設定する（Ｓｔｅｐ２８）。そして、
制御部１８は充電パラメータを設定する（Ｓｔｅｐ３０Ａ）。
【００９２】
　図１３は、Ｓｔｅｐ３０Ａを示すフロー図である。制御部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍ
ｆが小さくなった否かを判断する（Ｓｔｅｐ６０）。上限電力値Ｐｌｉｍｆが小さくなっ
たと判断すると（Ｓｔｅｐ６０にてＹｅｓ）、制御部１８は、フラグＦ３がＯＮであるか
否かを判断する（Ｓｔｅｐ６２）。
【００９３】
　フラグＦ３が「ＯＮ」の場合には（Ｓｔｅｐ６２にてＹｅｓ）、制御部１８は、制御部
１８は充電器１２に「ＯＦＦ」の充電要求Ｃｒｅｑを送信する。制御部１８は、要求電力
Ｐｒｅｑとして「０（Ｗ）」を送信する。制御部１８は、上限電力値Ｐｌｉｍｆを送信す
る（Ｓｔｅｐ６４）。なお、充電器１２は、制御部１８から上記の充電パラメータ（充電
要求Ｃｒｅｑ、要求電力Ｐｒｅｑおよび上限電力値Ｐｌｉｍｆを含む）を受信すると、充
電器１２は駆動を停止する。これにより、充電器１２から蓄電装置１３に出力される出力
電力Ｐｏｕｔは「０（Ｗ）」となる。
【００９４】
　制御部１８は、所定期間ＴＨ１が経過するまでの間、継続して、「ＯＦＦ」の充電要求
Ｃｒｅｑと、要求電力Ｐｒｅｑとして「０（Ｗ）」と、上限電力値Ｐｌｉｍｆとを送信す
る（Ｓｔｅｐ６６）。
【００９５】
　そして、制御部１８は、所定期間ＴＨ１経過したと判断すると（Ｓｔｅｐ６６にてＹｅ
ｓ）、要求電力Ｐｒｅｑを算出する（Ｓｔｅｐ６８）。制御部１８は、算出した要求電力
Ｐｒｅｑと、「ＯＮ」の充電要求Ｃｒｅｑと、上限電力値Ｐｌｉｍｆとを充電器１２に送
信する（Ｓｔｅｐ７０）。
【００９６】
　その一方で、制御部１８は、Ｓｔｅｐ６０において、上限電力値Ｐｌｉｍｆが下がって
いなと判断すると（Ｓｔｅｐ６０にてＮｏ）、制御部１８は、要求電力Ｐｒｅｑを算出す
し（Ｓｔｅｐ６８）、制御部１８は、算出した要求電力Ｐｒｅｑと、「ＯＮ」の充電要求
Ｃｒｅｑと、上限電力値Ｐｌｉｍｆとを充電器１２に送信する（Ｓｔｅｐ７０）。
【００９７】
　同様に、Ｓｔｅｐ６２において、フラグＦ３が「ＯＦＦ」であると判断すると（Ｓｔｅ
ｐ６２にてＮｏ）、制御部１８は、制御部１８は、要求電力Ｐｒｅｑを算出し（Ｓｔｅｐ
６８）、制御部１８は、算出した要求電力Ｐｒｅｑと、「ＯＮ」の充電要求Ｃｒｅｑと、
上限電力値Ｐｌｉｍｆとを充電器１２に送信する（Ｓｔｅｐ７０）。
【００９８】
　このように、本実施の形態においては、上限電力値Ｐｌｉｍ３が下がった場合において
も、フラグＦ３がＯＮのとき（充電コネクタ３１がアンロック状態）においてのみ、要求
電力Ｐｒｅｑを「０（Ｗ）」に設定すると共に、充電要求Ｃｒｅｑを「ＯＦＦ」にしてい
る。
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【００９９】
　そのため、充電コネクタ３１がアンロック状態となった場合のように、早急に充電を一
旦停止させえる必要がある場合においてのみ、一旦充電を停止させている。
【０１００】
　その一方で、上限電力値Ｐｌｉｍｆが下がる場合としては、各種の原因が挙げられる。
たとえば、家の電気機器の要求電力が大きくなった結果、入力上限電力値Ｐｌｉｍ１が小
さくなった場合などが挙げられる。このような場合においては、緊急性を要するものでは
ない。そのため、本実施の形態２に係る充電システムにおいては、充電を停止させずに、
継続的に充電を実施している。
【０１０１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味お
よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１０２】
　１　充電システム、２　車両、３　充電ステーション、１０，１８，１９　制御部、１
１　インレット、１２　充電器、１３　蓄電装置、１５　ロック装置、１６　蓋、２０　
制御装置、３０　充電ケーブル、３１　充電コネクタ、３３　電源部、３４　係合部、３
５，４９　筒部、３６，３７　電力端子、４０　駆動部、４１　押圧ピン、４２　押圧力
検出センサ、４５　筐体、４６　操作スイッチ、４７　爪、２０１９　特開、ＣＰＬＴ　
パイロット信号、Ｃｒｅｑ　充電要求、ＥＣＵ１７　バッテリ、Ｆ３　フラグ、ＰＩＳＷ
　コネクタ信号、Ｐｌｉｍ２，Ｐｌｉｍ３，Ｐｌｉｍ３０，Ｐｌｉｍｆ　上限電力値、Ｐ
ｌｉｍ１　入力上限電力値、Ｐｏｕｔ　出力電力、Ｐｒｅｑ　要求電力、Ｔ０，Ｔ１，Ｔ
２，Ｔ３，Ｔ４　時刻、ＴＨ１　所定期間、ｆｕＴ１，ｆｕＴ２　追従時間。

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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